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【設問１】
本件写真は、構図等について丙の個性が表れた著作物であると考える。

Aが本件写真の法人著作者（15条1項）になるかが問題になる。特に、15条1項の公表名義の要件（「その法人等が
自己の著作の名義の下に公表するものの」）が充足されるのかが問題になる。

公表名義の要件の趣旨は、法人（使用者）の名義で著作物が公表された場合にその著作物の社会的責任と社会的信
頼が法人に帰属することにある。

現実には法人の名義で公表されていなくても、法人の名義で公表されることが予定されていれば、公表されたとき
にこの趣旨が妥当するので、公表名義の要件は充足されると考える。

本件では、本件写真は、ゲームソフトα制作過程での作業の参考資料として作成され、α完成後に廃棄されること
が予定されていたのであるから、そもそも公表すること自体が予定されていなかった。したがって、法人著作は成
立しない。

よって、Aは、本件写真の著作権者ではないので、著作権に基づいて差止・廃棄請求をすることはできない。Aは、
秘密保持義務違反、パブリシティ権侵害（パブリシティ権が排他的権利であることを認めたピンク・レディー事件
最高裁判決）などの他の理由に基づいて差止・廃棄請求することになる。
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【設問２（１）】
ゲームソフトαがプログラムの著作物（10条1項9号）として保護されるかが問題になる。
創作性の要件の一般的基準（著者の個性が表れていること）は、プログラムの著作物の創作性にも適用されると考
える（知財高裁平成18年12月26日判決（平成18年（ネ）第10003号）。

プログラム言語でのアルゴリズムの記述に著者の個性が発揮される余地は少なく、通常、プログラムの創作性は認
められない。

仮にプログラムの著作物としてのゲームソフトαの創作性が認められるとしても、その本質的特徴は特殊なプログ
ラム記述に限定される。そこで、αが映画の著作物として保護されないかが問題になる。特に、固定要件（2条8
項）が充足されるかが問題になる。
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【設問２（１）の続き】
ゲームソフトαでは、著者が設定して記録媒体に記憶（固定）させた条件に応じて、著者が想定した範囲の中で、
映像が変動すると考えられる。したがって、αは、固定要件を充足すると考える。

 Aの従業員によるαの製作には法人著作が成立し、Aがαの頒布権（26条1項）の原始的取得者であると考える（29
条1項括弧書き、15条1項）。

また、Aは、映画の著作物としてのαに複製された楽曲βの頒布権（26条2項）も有する。
 Bは、不特定の客にαの中古複製物を販売している。これは頒布権の対象行為（公衆に提示することを目的として
映画の著作物の複製物を譲渡する行為）である（2条1項19号）。したがって、Aは、頒布権（26条1項、2項）に基
づき、αの中古複製物の販売の差止を請求することができる。

著作権法において、譲渡権とは異なり、頒布権については消尽が明記されていない。そこで、映画の著作物の許可
譲渡により頒布権が消尽するかが問題になる。

消費者向け商品である映画の著作物の複製物については、譲渡権消尽の趣旨（許可譲渡による対価回収の機会が
あった、複製物流通市場での法的安定性の保護）が該当することから、譲渡権と同様に、許可譲渡により頒布権
（譲渡独占権としての側面）は消尽すると考える（中古ソフト事件最高裁判決）。

本件では、Aの譲渡により譲渡独占権としての頒布権は消尽するので、販売差止は認められない。
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【設問２（２）】
許可譲渡された場合であっても、一つの複製物で反復して提供可能な貸与は需要減殺効果が大きいので、貸与権は
消尽しないと考える。頒布権の貸与独占権の側面、すなわち公衆に提示することを目的として映画の著作物の複製
物を貸与（2条1項19号）することを独占する権利としての頒布権は、貸与権と同様に、許可譲渡されても消尽しな
いと考える。

本件割賦販売サービスは、同一の中古複製物を反復して複数の客に提供することができるものであり、貸与独占権
としての頒布権の対象行為である。

したがって、Aは、貸与独占権としての頒布権に基づき本件割賦販売サービスの差止を請求することができる。

【設問３】
作曲家乙は、Aに楽曲βの翻案権を譲渡した。乙は、Aに対して、翻案権の譲渡によりある程度の改変を許容する約
束をしたと考えられる。

他方、同一性保持権は、譲渡も放棄もすることができない一身専属権と考えられている（59条）。
上記の事情を衡量して、A又はAの受託者による楽曲βの改変が作曲家としての乙の名誉又は社会的信用を棄損しな
い場合、例えば乙が多様な楽曲を制作することが知られていた場合には、同一性保持権の行使は権利の濫用になる
と考える。

そこで、丁は、権利濫用の抗弁を主張することが考えられる。
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